
2－ペンタノール  

審議の対象   食品添加物としての指定の可否   

我が国の状況   新規添加物指定（国際汎用添加物）   

用途   香料   

概要及び諸外国での状況  果実、チーズ等に天然に存在する成分である。欧米で  

は焼き菓子、清涼飲料、肉製品、ゼリー、プリン、シ  

リアル等様々な加工食品において香りを再現し、周味  

を向上させるために添加されている。   

食品安全委員会における  食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな   

食品健康影響評価結果   い。   

摂取量の推計   一人一日当たり、おおよそ1．4から6．3ugの範囲にな  

ると推定される。なお、米国では食品中にもともと存  

在する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添加  

された本物質の約60倍であることが報告されている。 

使用基準案   着香の目的以外に使用してはならない。   

成分規格案   別紙のとおり。   

答申案   別紙のとおり。  



（別紙）  

答申（案）   

2－ペンタノールについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれはな  

いことから、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び成分規格を設定するこ  

とが適当である。  

使用基準   

着香の目的以外に使用してはならない。  

成分規格  

2－ペンタノール  

2－Pentanol  

∫e℃トAmylAIcohol   

ぶe仁一アミルアルコール   

H，C OH 〈J＼cH，  
分子量 88．15  C5日120  

Pentan－2－Ol［6032－29－7］  

量 本品は，2－ペンタノール（C5日－20）98．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無色透明な液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品の   

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強   

度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n管＝1．403～1．409  

（2）比重 d…喜＝0．802～0．809  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操   

作条件（2）により定量する。   



参照赤外吸収スペクトル  

2－ペンクノール  

30DO  2000  1500  
W8VenUmberlm－1】  
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プロピオンアルデヒド  

審議の対象   食品添加物としての指定の可否   

我が国の状況   新規添加物指定（国際汎用添加物）   

用途   香料   

概要及び諸外国での状況  発酵、加熱等によって生成し、酒類等に含まれるほか、  

果実、乳製品等に天然に存在する成分である。欧米で  

は焼き菓子、清涼飲料、アルコール飲料、冷凍乳製品、  

ゼラチン・プリン類、ソフトーキャンディー類等様々  

な加工食品において香りを再現し、風味を向上させる  

ために添加されている。   

食品安全委員会における  食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな   

食品健康影響評嘩結果   い。   

摂取量の推計   一人一日当たり、おおよそ230から330帽の範囲にな  

ると推定される。なお、米国では食品中にもともと存  

在する成分としての本物質の摂取量は、意図的に添加  

された本物質の約460倍であることが報告されてい  

る。   

使用基準案   着香の目的以外に使用してはならない。   

成分規格案   別紙のとおり。   

答申案   別紙のとおり。   
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（別紙）  

答申（案）   

プロピオンアルデヒドについては、食品添加物として人の健康を損なうおそ  

れはないことから、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び歳分規格を設定するこ  

とが適当である。  

使用基準   

着香の目的以外に使用してはならない。  

成分規格  

プロピオンアルデヒド（案）  

Propionaldehyde  

H3C＼、／CHO  

分子量  

PropanaL ［123－38－6］  

含 量 本品は，プロピオンアルデヒド（C。H60）97．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無色透明な液体で，特有のにおいがある。  

確認試験 本品を赤外吸収えベクトル測定法中の液膜法により測定し，本品の   

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強   

度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n管＝1．360～1．380  

（2）比重 鰯＝0．了96～0．814   

（3）酸価 5．0以下（香料試験法）  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法によ   

り次の操作条件 で定量する。なお，検液注入後，0～60分の間に現れるす   

べての成分のピーク面積の総和を100 とし，それに対するプロピオンアル   



デヒドのピーク面積百分率を求め，含量とする。   

操作条件   

検出器 水素炎イオン化検出器又は熱伝導度検出器   

カラム 内径0．25～0．53mm．長さ30～60mのケイ酸ガラス製の細管に，ガ  

スクロマトグラフィー用ジメチルポリシロキサン又はポリエチレングリ  

コールを0．25～1〃mの厚さで被覆したもの。   

カラム温度 500cで5分間保持し，その後毎分50cで昇温し，2300cに到達  

後，19分間保持する。  

注入口温度125～1750c  

検出器温度 250～3000c   

注入方式 スプリット（30：1～250：1）。ただし，いずれの成分もカラムの  

許容範囲を超えないように設定する。  

キャリヤーガス ヘリウム又は窒素   

流量 被検成分のピークが5～10分の間に現れるように調整する。  
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参照赤外吸収スペクトル  

プロビオンアルデヒド  

1500  
W紺Iumb●r匝1】   



6－メチルキノリン  

審議の対象   食品添加物としての指定の可否   

我が国の状況   新規添加物指定（国際汎用添加物）   

用途   香料   

概要及び諸外国での状況  ウイスキーに含まれる成分である。欧米では焼き菓子、  

清涼飲料、冷凍乳製品類、ゼラチン・プリン類、ソフ  

ト・キャンディー類等様々な加工食品において香りを  

再現し、風味を向上させるために添加されている。   

食品安全委員会における  食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がな   

食品健康影響評価結果   いと評価した。   

摂取量の推計   一人一日当たり、おおよそ0．01から4ugの範囲にな  

ると推定される。なお、食品中にもともと存在する成  

分としての本物質の摂取量と、意図的に添加された本  

物質の摂取量の比は不明である。   

使用基準案   着香の目的以外に使用してはならない。   

成分規格案   別紙のとおり。   

答申案   別紙のとおり。   
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（別紙）  

答申（案）   

6蠣メチルキノリンについては、食品添加物として人の健康を損なうおそれは  

ないことから、指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、以下のとおり使用基準及び成分規格を設定するこ  

とが適当である。  

使用基準  

着香の目的以外に使用してはならない。  

成分規格  

6－メチルキノリン（案）   

6－MethylquinoLine  

分子量  ClOH9N  

143．19   

6－Methylquino［ine ［9l－62－3］  

量 本品は，6－メチルキノリン（ClOH9N）98．0％以上を含む。  

性  状 本品は，無色透明な液体で，特有のにおいがある。   

確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し，本品の   

スペクトルを参照スペクトルと比較するとき，同一波数のところl三同様の強   

度の吸収を認める。  

純度試験（1）屈折率 n管＝1．611～1．617  

（2）比重 d≦喜＝1．060～1．066   

（3）酸価．1．0以下（香料試験法）  

定量法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法によ   

り次の操作条件 で定量する。  
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操作条件  

検出器 水素炎イオン化検出器又は熱伝導度検出器   

カラム 内径0．25～0．53mm，長さ30～60mのケイ酸ガラス製の細管に，ガ   

スクロマトグラフィー用ジメチルポリシロキサン又はガスクロマトグラ  

フィー用ポリエチレングリコールを0．25～1〃mの厚さで被覆したもの。   

カラム温度1500cから毎分50cで昇温し，2300cに到達後，24分間保持す  

る。  

注入口温度 225～2750c  

検出器温度 250～3000c   

注入方式 スプリット（30：1～250：1）。ただし，いずれの成分もカラムの  

許容範囲を超えないように設定する。   

キャリヤーガス ヘリウム又は窒素   

流量 被検成分のピークが5～20分の間に現れるように調整する。  
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参照赤外吸収スペクトル  

6－メチルキノリン  

3080  2〔！00  ■1500  

W8Venumb8rtCm－1l  
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亜塩素酸ナトリウム  

審議の対象   使用基準の一部改正   

我が国の状況   指定添加物（昭和23年7月13日指定）  

（平成17年9月16日使用基準の一部改正）   

用途   漂白剤及び殺菌料   

使用基準改正の概要   現在、かずのこの調味加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこ  

を除く。）、かんきつ類果皮（菓子製造に用いるものに限る。）、さく  

らんぼ、生食用野菜類、卵類（卵殻の部分lこ限る。）、ふき、ぶど  

う、ももに対して使用が認められている。また、使用した亜塩素酸  

ナトリウムは、最終食品の完成前に分解し、又は除去しなければ  

ならないとされている。  

今般、事業者からの使用基準改正の要請書をうけ、現在使用が  

認められていない「かずのこの塩蔵加工品」への適用拡大を行うも  

のである。   

諸外国の状況   米国において、亜塩素酸ナトリウム溶液と酸を混合させた酸性  

化亜塩素酸ナトリウム溶液の食肉、農産物、水産物への使用が認  

められている。EUでは加工助剤として規制の対象とされていない。   

有効性   かずのこの殺菌に用いた場合、大腸菌群及び一般細菌に対し  

て、亜塩素酸ナトリウム濃度及び浸漬時間依存的に殺菌効果が認  

められた。   

食品安全委員会における  

食品健康影響評価結果   して）  

［設定根拠】二世代繁殖試験（ラット）  

無毒性量：2．9mg／kg体重／日（亜塩素酸イオンとし  

て）  

安全係数二100   

摂取量の推計   0．0058mg／kg体重／日（亜塩素酸イオンとして、ADI’比20％）  

なお、本推定は、使用基準に含まれる食品全てに亜塩素酸ナト  

リウムが現行公定法上の検出下限値程度が含まれていたと仮定  

した過大な見積もりであることから、本品目がADIを超えて摂取さ  

れる可能性は低いと考える。   

答申案   別紙のとおり。   
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（別紙）  

答申（案）   

亜塩素酸ナトリウムについては、以下のとおり使用基準を改正することが適  

当である。   

亜塩素酸ナトリウムは、かずのこの加工品（干しかずのこ及び冷凍かずのこ  

を除く。）、か～きつ類果皮・（菓子製造に用いるものに限る。）、さくらんぼ、生  

食用野菜類、卵類（卵殻の部分に限る。以下この目において同じ。）、ふき、ぶ  

どう及びもも以外の食品に使用してはならない。亜塩素酸ナトリウムの使用量  

は、亜塩素酸ナトリウムとして 

ずのこを除く。）、生食用野菜類及び卵類にあっては浸漬液1kgにつき0．50g以  

下でなければならない。また、使用した亜塩素酸ナトリウムは、最終食品の完  

成前に分解し、又は除去しなければならない。  
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イミシアホス（Imicyafos）  

審議の対象   農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値の設定   

〔 冒  
構造式  

CH3C”2‾NvN‾≡ニ器   】  

NC／N   

用途   農薬／殺虫剤、殺線虫剤   

有機リン系殺線虫剤  

作用機構  線虫に対する作用機序は究明されていないが、その構造からコリンエステ  

ラーゼ活性を阻害することにより、殺虫効果を示すと考えられている。   

適用作物／適用病害虫等   
農薬登録申請；だいこん、にんじん、いちご、なす、ばれいしょ／  

ネグサレセンチュウ、ネコブセンチュウ   

許容一日摂取量（ADI）0．0005mg／kg体重／day  

食品安全委員会における     ・［設定根拠］・1年間慢性毒性試験（イヌ・強制経口）   

食品健康影響評価結果   無毒性量0．05mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

我が国の状況   農薬登録はない。（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

諸外国の状況   国際基準は設定されていない。諸外国においても残留基準値は設定され  

ていない。   

EDI／ADI比は、以下のとおり。  

EDI／ADI比  

（％）  

国民平均   11．1  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   22．4  

妊婦   9．8  

高齢者（65歳以上）   10．0  

EDI：推定q日摂取量（EstimatedDaiIyIntake）   

平成21年4月16日に在京大使館への説明を実施  

意見聴取の状況  平成21年5月14白～同年7月12日 WTO通報コメント募集中  

平成21年6月3日γ同年7月2日 パブリックコメント実施   

答申案   別紙2のとおり。   
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農薬名  イミシアホス  （別紙1）  

参考基   準値   
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  案  現行  基準値  
PPm   ppm   PPm  PPm   ppm  

ばれいしよ   申  0．1  〈0．001，0．020（‡）   

かんしよ   0．01  申  く0．001，く0．001   

申  
0．010，0．012（‡）／0．010，  

だいこん類（ラディッシュを含む）の根   0．P3  0．003，〈0．001，く0．001  

0．012（‡），0．005／   

申  
く0．005，〈0．005，く0．005，   

だいこん類（ラディッシュを含む）の菓   0．03  〈0．005   

にんじん   0．03  申  0，008，0．008   

0．054，0．068（トマト）  
0，042，0．081／く0，001．  

申  
0．028，0．020，0．012（ミニ  

トマト   0．3  トマト）   

なす   0．3  申  0．056，0．050   

きゆうり   申  
0．047（‡），0．024／0．012，  

0．1  0．003，0．029，0．025   

すいか   0．02  申  0．004，0．003   

メロン類果実   0，05  申  0．002，0．010（‡）   

いちご   申  0．2  0．017，0．032（‡）   

（‡）これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。  
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答申（案）   

イミシアホス  

（別紙2）  

残留基準値  
食品名  

Dt⊃m   

ばれいしよ   0．1   

かんしよ   0．01   

だいこん類の根   0．03   

だいこん類の葉   0．03   

にんじん   0．03   

トマト   0．3   

なす   0．3   

きゆうり   0．1   

すいか   0．02   

メロン類果実   0．05   

いちご   0．2  
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テフリルトリオン（Tefuryltrione）  

審議の対象   農薬取締法に基づく新規の農薬登録申請に伴う基準値の設定   

構造式   

用途   農薬／除草剤   

00Cl 。■：s。：H30  
トリケトン系の除草剤  

作用機構  4－ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ（4－HPPDase）活性を  

阻害することにより、作用すると考えられている。   

農薬登録申請；水稲／水田一年生雑草（イネ科雑草を除く）、マツ′〈イ、ホ  
適用作物／適用雑草名  タルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ等   

一 
食品安全委員会における  

食品健康影響評価結果   
［設定根拠］2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット混餌）  

無毒性量0．08mg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

我が国の状況   農薬登矧まない0（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

諸外国の状況   
国際基準は設定されていない。諸外国においても基準は設定されていな  

い。   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

暴露評価  
（％）  

国民平均   8．7  

幼小児（1～6歳）   15‘5  

妊婦   6．3  

高齢者（65歳以上）   8．7  

TMDI：理論最大一日摂取量（TheoreticaIMaximumDailyIntake） 

意見聴取の状況   
平成21年6月26日に在京大使館への説明を実施  

今後、パブリックコメント及びmo通報手続きを予定   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  農薬名  テフリルトリオン   

参考基準値  
基値  外国  作物残留試験成績   

農産物名   案  現行  基準値  
Ppm   PPm   ppm  ppm   pPm  

米   0．02  申  〈0．005，く0．005   
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答申（案）   

テフリルトリオン  

（別紙2）  

残留基準値  
食品名   
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ピラスルホトール（PyrasuIfoto］e）  

審議の対象   インポートトレランス制度に基づく基準設定の要請   

構造式   H3C  O SO2CH3   写～二。Hき：。 F。  
CH3   

用途   農薬／除草剤   

麦類の広葉雑草用除草剤 

作用機構   4－ヒドロキシフエニルピルビン酸ジオキシゲナーゼを阻害することによりプ  

ラストキノンの生合成が阻害されることで作用すると考えられている。   

適用作物／適用病害虫等  インポートトレランス申請；小麦、大麦、えん麦、ライ麦／  

1年生広葉雑草   

食品安全委員会における  
許容一日摂取量（ADI）0．01mg／kg体重／day  

［設定根拠］2年間慢性毒性／発がん性併合試験（ラット混餌）  
食品健康影響評価結果  

無毒性量1．Omg／kg体重／day  

安全係数100   

基準値案   別紙1のとおり。   

我が国の状況   農薬登録はない。（新たに農薬登録申請がなされたものである。）   

諸外国の状況   国際基準は設定されていない。米国、カナダ、EU、オーストラリアにおい  

て、穀類及び畜産物に基準値が設定されている。   

TMDI／ADI比は、以下のとおり。  

TMDI／ADI比  

（％）  

国民平均   4．7  
暴露評価  

幼小児（1～6歳）   10．2  

妊婦   4．8  

高齢者（65歳以上）   4．5  

TMDl：理論最大－El摂取量（Theoretica＝舶ximumDailyIntake）   

平成21年4月16日に在京大使館への説明を実施  

意見聴取の状況  平成21年5月14日～同年7月12日 WTO通報コメント募集中  

平成21年6月3日～同年7月2日 パブリックコメント実施   

答申案   別紙2のとおり。   
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（別紙1）  農薬名  ピラスルホトール   

参考基準値  
外国  作物残留試験成績   

農産物名   基値  
ppm   pPm  

小麦   0．02  IT  0．02  アメリカ   【く0．02（n＝66）】   

大麦   0．02  IT  【く0．02（n＝48）】   

ライ麦   0．02  IT  【小麦、大ま、えん麦を参照】   

その他の穀類   0．08  lT  0．08  ア刈カ  【く0．02－0．20（n＝49）（えん麦）】   

牛の筋肉   0．02  「r  0．02  アメリカ  
豚の筋肉   0．02  IT  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉   0．02  IT  

牛の脂肪   0．02  IT  

豚の脂肪   0．02  IT  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪   0．02  IT  

牛の肝臓   0．35  lT  

豚の肝臓   0．02  IT  

そめ他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓   0．35  lT  

牛の腎臓   0．06  rr  

豚の腎臓   0．02  IT  

その他の陸棲晴乳類に属する動物の腎臓   0．06  IT  

牛の食用部分   0．06  IT  

豚の食用部分   0．02  IT  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分   0．06  IT  0．06  アメリカ   

乳   0．01  IT  0．01  アメリカ  

鶏の筋肉   0．02  IT  0．02  アメリカ  

その他の家きんの筋肉   0．02  IT  

鶏の脂肪   0．02  IT  

その他の家きんの脂肪   0．02  1T  

鶏の肝臓   0．02  1T  

その他の家きんの肝臓   0．02  IT  

鶏の腎臓   0．02  IT  

その他の家きんの腎臓   0．02  IT  

鶏の食用部分   0．02  IT  

その他の家きんの食用部分   0，02  tT  

鶏の卵   0．02  IT  
その他の家きんの卵   0．02  IT  0．02  アメリカ   
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答申（案）   

ピラスルホトール  

（別紙2）   

残留基準値注1）  
食品名   

注2）  

そ現低空翠額   
牛の筋肉  
豚の筋肉  

その他の陸棲哺乳類に属する動物注3）の筋肉  
牛の脂肪  
豚の脂肪  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪  
牛の肝臓  

豚の肝臓  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓  
牛の腎臓  
豚の腎臓  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓  
牛の食用部分  
豚の食用部分  

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 乳  

その他の家きん注4）の筋肉  
鶏の脂肪  

その他の家きんの脂肪  
鶏の肝臓  

その他の家きんの肝臓  
鶏の腎臓  

その他の家きんの腎臓  

鶏の食用部分  
その他の家きんの食用部分  
鶏の卵  
その他の家きんの卵  

（注1）今回基準値を設定するピラスルホトールは、ピラスルホトール、代  
謝物（5－ヒドロキシー3－メチルー1H－ピラゾールー4－イル）［2－（メチルスルホニ  

ルト4－（トリフルオロメチル）フェニル］メタノンをピラスルホトールに換算し  

たものの和をいうこと。（ただし、農産物においては、代謝物3－メチルー4－  
（［2－（メチルスルホニルト4－（トリフルオロメチル）フェニル］カルポニルト  

1H－ピラゾールー5－イルD－グルコピラノシドを含む。）   

（注2）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうも  
ろこし及びそば以外のものをいう。   

（注3）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する  
動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。   

（注4）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。  
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